
デリバティブ取引（金利関連取引、通貨関連取引、株式関連取引、債券関連取引、商品関連取引、クレジットデリバティブ取引等）はいずれも
取扱いしておりません。

5． 金銭の信託に関する取得価額、時価および評価損益
運用目的、満期保有目的およびその他の金銭の信託はありません。

4． 有価証券に関する取得価額、時価および評価損益
（1） 売買目的有価証券
　   売買目的有価証券は保有しておりません。

（4） 子会社・子法人等株式および関連法人等株式で時価のあるもの
      子会社・子法人等および関連法人等はありません。

（3） その他有価証券で時価のあるもの

（注）1.
　　2.
　　3.

貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
上記の「その他」は、外国証券および投資信託等です。
市場価格のない株式等および組合出資金は本表には含めておりません。

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

（単位：百万円）

種　類 貸借対照表
計上額 取得原価 差　額 貸借対照表

計上額 取得原価 差　額

合　計

株式
債券

その他
小　計
株式
債券

その他
小　計

国債
地方債
社債

国債
地方債
社債

 令和5年3月末 令和4年3月末

（2） 満期保有目的の債券で時価のあるもの

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

（単位：百万円）

種　類 貸借対照表
計上額 時　価 差　額 貸借対照表

計上額 時　価 差　額

合　計

債券

その他
小　計
債券

その他
小　計

社債

社債

令和4年3月末 令和5年3月末

（注）1.
　　2.
　　3.

時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
上記の「その他」は、外国証券です。
市場価格のない株式等および組合出資金は本表には含めておりません。

6． デリバティブ取引（信用金庫法施行規則第102条第1項第5号に掲げる取引）に関する契約価額、時価および評価損益

33
17,613
11,736
173
5,703
29,498
47,146

̶
48,384
23,447
706

24,231
117,248
165,633
212,779

29
16,459
10,717
172
5,570
27,136
43,626

̶
52,122
25,275
720

26,127
131,361
183,484
227,110

4
1,153
1,018

1
133
2,361
3,519
̶

△ 3,737
△ 1,827
△ 14

△ 1,895
△ 14,112
△ 17,850
△ 14,330

31
41,249
14,899
2,396
23,953
55,078
96,359

11
27,656
17,638
504
9,513
89,907
117,575
213,935

29
39,390
13,488
2,385
23,516
51,775
91,195

14
28,451
18,341
509
9,600
97,709
126,175
217,371

2
1,858
1,411
10
436
3,303
5,164
△ 2

△ 794
△ 703
△ 5
△ 86

△ 7,802
△ 8,599
△ 3,435

2,000
2,000
3,504
5,504
̶
̶

6,000
6,000
11,504

2,178
2,178
3,586
5,764
̶
̶

5,510
5,510
11,274

178
178
81
259
̶
̶

△ 489
△ 489
△ 229

2,000
2,000
5,006
7,006
̶
̶

4,500
4,500
11,506

2,217
2,217
5,264
7,481
̶
̶

4,261
4,261
11,743

217
217
258
475
̶
̶

△ 238
△ 238
237

（単位：％）

（注）預証率＝ ×100有価証券
預金積金＋譲渡性預金

期末預証率
期中平均預証率

令和3年度 令和4年度

7． 預証率

58.65
62.00

60.94
56.75

（5） 市場価格のない株式等および組合出資金 （単位：百万円）

非上場株式
信金中金出資金
合　計

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
令和5年3月末令和4年3月末

39
1,220
1,259

57
1,220
1,277

1． 対象役員の報酬等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事および常勤監事をいいます。また、対象役員に対する報酬等は、
職務執行の対価として支払う「基本報酬」および「賞与」、在任期間中の職務執行および特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰
労金」で構成されます。

（1）報酬体系の概要
≪基本報酬および賞与≫
非常勤を含む全役員の基本報酬および賞与につきましては、総代会において、理事全員および監事全員それぞれの支払総額の最高
限度額を決定しております。
そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案
し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額および賞与額につきましては、監事の協議により決定して
おります。
≪退職慰労金≫
退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。なお、当金庫
では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めております。
ａ．決定方法　ｂ．支払手段　ｃ．決定時期と支払時期

（2）令和4年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（3）その他
　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営または
財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第22号）
第2条第1項第3号、第4号および第6号に該当する事項はありませんでした。

2． 対象職員等の報酬等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員および当金庫の主要な連結子法人
等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務および財産の状況に重要な影響
を与える者をいいます。
　なお、令和4年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
（注）1． 

2．

3．
4．

対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対して２％以上の資産を有する会社等をいいます。なお、令和4年度
においては、該当する会社はありませんでした。
「同等額」は、令和4年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
令和4年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。 

区　分 支払総額
対象役員に対する報酬等 187

（単位：百万円）

（注） 対象役員に該当する理事は10名、監事は1名です。
上記の内訳は、「基本報酬」  144百万円、「退職慰労金」  43百万円となっております。
なお、「退職慰労金」は、当年度中支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。
使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

1． 
2．

3．

役職員の報酬体系の開示
有価証券等に関する指標

役職員の報酬体系に関する事項

35 36
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